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原因分析委員会第三部会 

 

１．事例の概要 

経産婦。妊娠初期より搬送元分娩機関を受診していた。妊娠３３週１日に腹

痛があり、切迫早産のため入院しリトドリン持続点滴を実施したが、同日腹痛

が増強し、超音波断層法により常位胎盤早期剥離の診断で、当該分娩機関へ救

急車で搬送となった。ストレッチャーで直接手術室へ搬送され、入室時の胎児

心拍数は７０拍／分であった。到着から１５分後に帝王切開で児を娩出した。

胎盤娩出前に凝血、血腫多量にあり、容易に娩出された。出血量は羊水を含み

１０００ｇ＋αであった。胎盤病理組織学検査が実施され、絨毛では広範にそ

の変性壊死像を認め、変性部分は表面でのフィブリンの膜状の析出とｔｒｏｐ

ｈｏｂｌａｓｔの消失、間質の硬化性変化からなる虚血性の変性部分であり、

壊死部分は貧血性の梗塞部分からなっていた。 

児の在胎週数は、３３週１日で、体重は１４００ｇ台であった。臍帯動脈

血ガス分析値は、ｐＨ６．５９で、アプガースコアは生後１分０点、生後５

分１点、生後１０分３点であった。小児科医により、気管挿管、胸骨圧迫、

投薬が行われ、生後１３分の心拍数は１４４回／分であった。児はＮＩＣＵ

に入院となり、人工呼吸器管理となった。出生当日の脳波検査は平坦であり、

生後１日に痙攣発作があった。生後５５日の頭部ＭＲＩ検査では、両大脳半

球白質はほぼ全てが嚢胞状で正常脳構造は失われており、両大脳半球の容積
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は少なく脳脊髄液が目立つ、大脳脚、脳幹、小脳については正常信号を示し

ているとの所見であった。 

本事例は、搬送元分娩機関、当該分娩機関ともに病院における事例であり、

搬送元分娩機関では医師１名と、准看護師１名が関わり、当該分娩機関では

産科医２名、麻酔科医１名、新生児科医４名と、助産師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による胎児低酸

素・酸血症であると考えられる。常位胎盤早期剥離の関連因子として、胎児

発育不全の可能性が考えられる。常位胎盤早期剥離の発症時期は、ノンスト

レステストが正常であった妊娠３３週０日以降で、腹痛が出現した妊娠３３

週１日８時ごろまたはそれ以前であったと推測される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊婦健診における妊産婦管理は一般的である。妊娠３３週０日の妊婦健診

にて胎児発育遅延と判断したことと、ＮＳＴを行ったことは医学的妥当性が

ある。 

妊産婦が腹部緊満感を認めて連絡した際、看護スタッフが来院を指示した

こと、来院時に分娩監視装置を装着したことは一般的である。来院時の胎児

心拍数陣痛図で一過性頻脈が乏しく、弱い子宮収縮が頻回に認められる状況

で、分娩監視装置を中断し、切迫早産の原因探索をせずにリトドリン塩酸塩

注射液で切迫早産治療を開始したことは一般的ではない。その後、常位胎盤

早期剥離と診断、母体搬送を決定したことは、妊娠３３週であることを考慮

すると一般的である。 

母体搬送後の当該分娩機関の対応については、入院後１５分で児を娩出し
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たことは適確である。臍帯動脈血ガス分析を実施したことは一般的である。

胎盤病理組織学検査を実施したことは適確である。 

新生児蘇生処置は適確である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）臨床経過に関する医学的評価 

（１）搬送元分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

ア．水分制限について 

妊娠中に水分摂取の制限をアドバイスすることは、血栓形成のリスク

を高める可能性があるので、妊婦指導のあり方を院内で検討することが

望まれる。 

イ．胎児心拍数陣痛図の判読と所見の記録について 

本事例では、入院時に異常波形が認められたが連続モニタリングは行

われなかった。胎児心拍数陣痛図の判読と対応を「産婦人科診療ガイド

ライン－産科編２０１４」に沿って習熟することが望まれる。また、胎

児心拍数陣痛図の判読所見についての記載がなかった。医師や看護スタ

ッフは判断した内容について診療録等に記載する必要がある。 

ウ．切迫早産と常位胎盤早期剥離の鑑別について 

常位胎盤早期剥離の初期症状として、切迫早産と同様の子宮収縮を呈

することがある。「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」では、

切迫早産様症状と異常胎児心拍パターンを認めた時は常位胎盤早期剥

離を疑い、超音波断層法、凝固系の血液検査を実施することが推奨され

ており、ガイドラインに則した診断・管理を行うことが望まれる。特に、

常位胎盤早期剥離が疑われる場合は、リトドリン塩酸塩の使用を慎むこ

とが望まれる。 
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エ．分娩監視装置記録の紙送り速度について 

「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」では、胎児心拍数波

形のより適確な判読のために、胎児心拍数陣痛図の記録速度を３ｃｍ／

分とすることが推奨されており、今後、施設内で検討し、３ｃｍ／分に

設定することが望まれる。 

オ．事例検討会について 

本事例では、症例についての内容説明が担当看護スタッフに対して行

われているが、児が重度の新生児仮死で出生した場合や重篤な結果がも

たらされた場合は、その原因検索や今後の改善策等について院内で事例

検討を行うことが望まれる。 

（２）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

特になし。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

（１）搬送元分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

（２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

学会及び医会は、切迫早産徴候は胎盤早期剥離の徴候であることが少な

くないので、そのような徴候があるときは常に胎盤早期剥離を念頭に置い

た診療を行うように啓発・教育することが望まれる。 
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（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


